
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  
食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  
定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

過 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

追 緊急時施設療養費   

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   
事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  
（－）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  
おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  
行ったときに算定する。   

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。   
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。  
（コ 特定治療  

医科診療報酬点数表琴1章及び第2章において、高齢者の医  
療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に   

規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  
係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  

を乗じて得た額を算定する。  
（了）サービス提供体制強化加算  

注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事た届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対   
し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準lこ掲げる区   
分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただしL   
次に掲げるいずれかの加算を算定している抑   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  

1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

剋 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

揖 緊急時施設療養費  
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   

事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  

（－）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  
おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  
行ったときに算定する。   

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。   

3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。   
に）特定治療  

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医  
療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に  
規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  

係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  
を乗じて得た額を算定する。  
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掲げるその他の加算は算定しない。  

ト）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

旦 サービス提供体制弓畢化卿草（町  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

口 癖養病床を有する病院における短期入所療養介護費  
（1）病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  

卜）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費  
（1）病院療養病床短期入所療養介護費（、1日につき）  

H 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

I 経過的要介護  715単位  534単位  

ii要介護2  825単位  ii要介護1  701単位  

iii要介護2  811単位  ii㈲ 1，鱒3単位  

∨ 要介醸4  1，164単位   iv 要介護3  1．049単位   

V 要介護5  1．255単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  846単位   

V 要介護4   

Vi要介護5  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ij）   

t 経過的要介護  

1，150単位  

1，241早世  

618単位  

ii要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  
V 要介護5  

956単位  

1」94単位  

1J95単位  

1，386単位  

832単位   

叫2単位  

1，180単位  

1，281単位  

1，372単位   

ii要介護1   

iii要介護2  

ル 要介護3  

V 要介護4   

γ㈲  

日 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

⊥」迦星分課 

ii要介護1  
捕 要介娃2   

恒要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

亡）病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

ii要介護2   iii⑯   
iv 要介護4  

655単位  

764単位   

犯4単位  

1，080単位  

498単位   

飢＝単位   

750単位   

910単位  

＝）66単位  

1．108単位  

∨ 要介護5  1，122単位  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）  

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）  

i 経過的要介護  
ii要介護1   

榊 要介護2   

付 要介護3  薫
 
 

」寧6単位  

8鱒単位  

1」055単位  

1，211単位   

582単位   

772単位  

鱒1単位  

1，041単位  
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V 要介護4  
Vi要介護5  

日 病院療療病床短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）   

⊥ 
ii要介護1   

iii要介護2  iv㈲  
V 要介護4  
Vi要介護5   

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）   

l 経過的要介護  

1，253単位  1，197単位  

1．239単位  

γ 要介護5  

日 病院療養病床短細入繭療養介護費（Ⅲ）   

a 病院療養病床短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1   
「「 臼抗起句   

iii要介捷3  
付 要介護4  

V 要介護5   

b 病院療養病床短期入所療養介護費（ii）   

（ほ5単位   

736単位   

銅7単位  

＝）44単位  

1，085単位  

473単位   

針＝単位   

722単位   

873単位  

1，030単位  

＝）71単位  

557単位  朝 756単位  

ii要介護2  867単位   

∨ 要介護5  1，216単位  

（オ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき）   

卜）病院療養病床経過型短期入所療養介護黄（Ⅰ）  

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（i）   

ii要介護1  742単位  

iii要介護2  
iv 要介護3  

V 要介珪4  
Vj 要介護5   

的3単位  

1．004単位  

1．161単位  

1，202単位  

（2）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）   

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（i）   

i経過的要介護  
ii要介1  
i‖ 要介護2   iv㈲  V㈲  V㈲   

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）  

⊥経過的要介護  
り 要介護1  

捕要介謙2 

iv 要介護3  

γ㈲   Vi即  
日 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護糞（i）  

●715単位   

∽5単位   

卯5単位  

＝）66単位  

1，157単位   

534単位   

m単位   

針＝単位   

弼1単位  

1，052単位  

1．143単位  

引8単位  

832単位   

942単位  

＝）92単位  

1，183単位  

1，274単位  

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3  
付 要介護4  V㈲   

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）  

l 要介護1   

1「臼抗融甲   

iii要介護3   iv㈲  
V 要介護5  

仁）病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（i）  

846単位   

≦ほ6単位  

1，106単位  

＝97単位  

1，288単位   
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l 経過的要介護  534単位  l要介護1  715単位  

旦 

弘 

iY 要介護3 V㈲   V㈲  
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）   
⊥ 
ii 要介護1 iii㈲  
「皿 短抗∃二覧   

∨㈲   

Vi要介護5   

ii要介護2  825単位  701単位  

811単位   

919単位  

1，010単位  

1，101単位  

引8単鱒   

醗堅甲四国   

錮2単位  

＝）50単位  

1，141単位  

1．232単位  

榊㈲ 933単位  

山 草介護4  1，024単位  

V 要介護5  1，115単位  

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  846単位  

ii 要介護2  956単位  i嘩 4単位  

jv 要介護4  1．155単位  Y⑯ 1，246単位  

（3）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護黄（1日につき）  

（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  849単位  

（3）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）   a朋   b㈲   
c 要介護2   

d 要介護3   

◎ 要介吉隻4   

f 要介護§  

（ニ）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）   

旦 b卿   
c 要介護2   d㈲   
e 要介護4   

f 要介護5  

遡旦  

835単位  

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

b 要介護2  959単位  

c 要介護3  1，197単位  

d 要介護4  1，298単位   e㈲ 9単位  

仁）ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  849単位  （ほ5単位  

835単位   

945単位  

1，183単位  

1，284単位  

1，375単位  

b 要介護2  959単位  

c 要介護3  1，197単位  

d 要介護4  1．298単位  

◎㈲ 89草堂  

（4）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につ   

き）  

（－）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

戸㈲ 849単位   

瀾 959単位  C㈲ 1，109単位  

d 要介護4  1，200単位   

（4）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（1日につ   
き）  

（－）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a経過的零介準  

b 要介護1  

c 要介護2  

d 要介護3  

（ほ5単位  

835単位   

糾5単位  

1，095単位  
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0㈲ 291単位  

に）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）  

○㈲ 186単位   f㈲ 1．277単位  

仁）ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

849単位   

粥9単位  

1，109単位  

1．200単位  

1，291単位   

650単位   

㈹0単位  

1，250単位  

a 要介護1  b㈲  
c 要介護3  
や 要介護4  
0 要介珪5  

㈲ 特定病院療養病床短期入所療養介護費   

± 3時間以上4時間未満  
口 4時間以上6時間未満   
且 6時間以上8時間未満  

（ほ5単位   

885単位   

銅5単位  

1，095単位  

＝86単位  

1，27了単位  

a 経過的要介蓋  

P 要介護1  
c 要介護2  
q 要介護3  
0 要介護4  
f 要介護5  

（5）特定病院療養病床短期入所療露介護費（1日につき） 760単位  

注1（1）から（4）までについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第2   

05号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同  

じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  
を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  
届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。〉 において、指  
定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区  

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区釧こ従い、利  

用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  

る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  

たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数  
を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職鼻若しくは介  
護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合   
は、別I 

2（5）について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養   
介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  
ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）！こ  

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現  
に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられ   

注1（1）から（4）までについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第2  

05号）第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同  

じ。）を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  
を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  
届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指  

定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区  

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利  

用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す  
る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  

たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数  
を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介  
護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合  
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2（5）について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養  
介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た  

ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）  

において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に  
対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所  
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た内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間  定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件  

に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控  
除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看  
護職見苦しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基  

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  
算定する。  

でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職   

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数か   
ら25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数   

又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大   
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める   
ところにより算定する。  

3（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ   

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位   
数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   
療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、  
1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   
き12単位を所定単位数から減算する。  

3（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ   

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位   
数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   
療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、  
1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   
き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入   

所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、  

1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行  6（1）から（4）までについて、   

う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知  
事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基  

1日につき次に掲げる単位数を所定単  準に掲げる区分に従い、  

位数に加算する。  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

ハ 夜間勤務等看護（皿）  

ニ 夜間勤務等看護（Ⅳ）  

23単位  

14単位  

ユ旦草堂  

7単位  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  7側・心理症状が   
認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期  

ことが適当であると判断した者に対し、  入所療養  を利用する   

指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から  

起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に  

加算する。  

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1庸＼ら（4）までに   
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） 

、 

算定しない。  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入 
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   
位を所定単位数に加算する。  

遁 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所   

療養介醸費（Ⅰ）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）若しく   
は病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過  

型短期入所療養介護費（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床   
短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床短期入所療養介護費  

（ii）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の病院療養病床短   
期入所療養介護費（ij）若しくは病院療養病床短期入所療養介護  費（Ⅲ）の病院療養病床短期入所療養介護費（ii）又は病院療養病   

床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介   

護費（Ⅱ）の病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）を算定   

する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  
判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

□ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

週 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期   
入所療養介護費は、算定しない。  

ヱ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所   
療養介護費（Ⅰ）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）若しく   

は病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅲ）又は病院療養病床経過   

型短期入所療養介護費（Ⅰ）若しくは病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床   

短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床短期入所療養介護費  
（ii）、病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の病院療養病床短   

期入所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床短期入所療養介護   

費（Ⅲ）の病院療養病床短期入所療養介護費（ii）又は病院療養病   

床経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）の病院療養病床経過型短期入   

所療養介護費（ii）若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介   

護貴（Ⅱ）の病院療養病床経過型短期入所療養介護費（ii）を算定   

する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があ   
ったものとみなす。  

週 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期  

し㌣   
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入所療養介護費は、算定しない。  
㈲ 栄養管理体制加算   

卜）管理栄養士配置加算  12単位  

に）御 10単位  

注1 Hについては、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。  
イ朋配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合する手旨定短期入所  

療養介護事業所であること。   

2 仁＝こついては、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所  
について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この   
場合において、嘩算を算定している場合は、  

算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所  

療養介護事業所であるこL  
皿 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  
養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  
ときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

凰 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  
県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

働 特定診療費  

坦 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療  
養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した  
ときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。  
皿 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府  

県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別  
に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療  
養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

遡 特定診療費  
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   
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的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   
板を算定する。  

担 サービス提供体制強化粗宴  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  
的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た  
額を算定する。  

掲げるその他の加算は算定しない巨   

・－ サニビス提供本制強化加算（Ⅰ）  

ニ サービス提供体制強但粗宴＿し竪⊥ 

埠）サ「ビス提供体制強化加算（Ⅲ）   

ハ 診療所に掛ナる短期入所療養介護真   

一l：診療所短期入所療養介護 （1即こつき）   

± 診療所短 入所療養介護費（Ⅰ）  

a 診療所短期入所療養介護費（り  

⊥要介き1  

「［ヨ抗誕些  

ぷi要介 3  iv㈲  V㈲  b働  
し㈲  

「「臼抗鮎甲  iii㈲  
「皿 巳㌫裂引  Y⑯   

旦 診療所短期入所療養介護費（町  
a 診療所短期入所療養介護費（け  

瀾  

ii要介護2  

／＼瀬   
㈱萱（1日lこつき）   

卜）診療所療養病床短期入所療養介護費（u  
a 診療所療養病床短期入所療養介護費（け  

i 経過的要介護  
ii 要介護1  

iii要介I2  iv㈲  V㈲  
爪1 十王抗日二見  b働）  j朋  
〒二 日抗・キF  

iii要介護2  iv㈲  
∨㈲  γi㈲  

ヒ）診療所療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 診療所療養病床短期入所療養介護費（i）  

1 旧田㌫巳抗誕  
ii要介護1   

旦鱒単位  

些8単位  

型P草堂  

阜即単位  

903単位   

517単位  

」鱒単位   

734単位   

786単位   

837単位   

889単位   

601単位   

813単位   

865単位   

917単位   

⊆帽8単位  

1，020単位  

827単位   

879単位  

」蝉単位   

982単位  

1，034草堂  

些蔓草位  

652単位   

叫7単位  

592単位  
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吐 iv㈲   V㈲  
b 診療所短期入所療養介護費（ii）  

698単位  

744単位  

790単位  

鱒8単位  

684単位  

730単位  

776単位   

536単位  

723単位  

769単位  

815単位  

弼1単位  

90了単位  

i虹 iv㈲  
L 
Vi要介－ 5  

b 診療所療養病床短期入所療養介護費（ii）  

737単位  

783単位  

犯9単位  

椚5単位  

921単位  

⊥ 

ii要介護2  

郎 iY㈲  V⑯  佃（1日につき）   
卜）ユニット型診療所痘期入所療養介護費（＝  

旦 b㈲   c⑯  d㈲  
旦 

仁）ユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）  

且 b㈲  c㈲  d㈲  
旦 

（3）特定診療所短期入所療養介護費  

i 経過的要介護  
ii要介護1  

iii要介護2  
iv 要介護3  V㈲  
vi要介護5  

㈲ ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費（1日lこつき）  

（－）ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）   

830単位   

…単位   

934単位   

985単位  

1－037単位   

（試柑単位  

816単位  

868単位   

犯0単位   

971単位  

1，023単位  

a朋   
L c㈲   d閲   
旦 

⊥ 

仁）ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）  

830単位  

8犯単位   

934単位   

985単位  

1，037単位   

650単位   

900単位  

1，250単位  

608単位  

引6単位  

弼8単位  

犯0単位  

州単位  

1，023単位  

日につき）  

760単位  

a朋  b㈲  c㈲  d㈲  
旦 

⊥ 

（3）特定診療所療養病床短期入所療養介護費（1  卜）3時間以＿上4時間未満  

仁）鼎上6時間未満  
臼 6時間以上8時間未満  

注1（1）及び（2）について、診療所である指定短期入所療養介護事業  
所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい  
るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に  
係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当  
該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に   
掲げる区分lこ従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞ   

注1（1）及び（2）について、療養病床を有する診療所である指定短期  

入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設  
基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものに  
おける当該届出に係る病室（療養病床卿）に  
おいて、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準  
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れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働  

大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め   
るところにより算定する。   

2（3）について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であ   
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの   
として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病   

室において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）   
に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に」  

孝則瑚短期入所療養介護計画lこ位置付けら  
れた内容の指定短期入所療養介護坤週   

間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別   

に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分   

に従い、利用者の要介護状態区釧こ応じて、それぞれ所定単位   

数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定め   

る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   
より算定する。  

2（3）について、療養病床を有する診療所である指定短期入所療   

養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に   
適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける   

当該届出に係る病室（療養病床に係るものに限る」において、   

利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対して、日   

中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を   
算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基   

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより   
算定する。   

3（2＝こついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   
を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、診療所療養病床設備基準減算とし   
て、1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働   
大臣が定めるところにより算定する。  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所  
療養介護事業所については、診鱒所設備基準減算として、1日   

につき60単位を所定単位数から減算する。  
声」1）及び（2＝こついて、医坤   

られるため、廟舌が困難であり、緊急に指定短期入層   
療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、担   
定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起   
算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に拠   

算する。  

6 附こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都   

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、   
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、額）につい   
ては1日につき120単位を、馴こついては1日につき60単位を所   

定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は算定   
しない。  

乙 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   5 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ  
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所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  
旦 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介  

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入  

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

6 次のいずれかに該当する者に対して、  （Ⅱ）を支給する場合は、   入 所療養介護責  ）又は診療所短期  診療所療養病沫短   

それぞれ、診療所短期入所療養介護費（＝の診療所短期入所療   
華介護費（‖）又は診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所短期   

入所療養介護費（いを算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  
判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  

週 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、塾塵塵における短期入所療養介護費   
は、算定しない。   

所療養介護費（Ⅰ）又は診療所療養病床短期入所療養介護費（m   

を支給する場合は、それぞれ、診療所療養病床短期入所療養介   

護費（Ⅰ＝嘩）又は診療所   
療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所療養病床短期入所療   

啓介護黄（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

ユ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  

旦 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介掛こついては、療養病床を有する診療所における短  
期入所療養介護費は、算定しない。  

㈱ 栄養管理体制加算   

二 

に）栄養士配置加算  

廷登壇  

10単位  

注1 Hlこついては、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  
イ朋宣していること。  

ロ 卦‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であること。   

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
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において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し  

室』 

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療  
養介護事業所であること。  

血 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。 
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

こと。   

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

血 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   

生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
辺 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

辿 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

過 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
辿 特定診療費  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

（7）サービス嘩供体制準化加算  

注側酎こ適合してい争ものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事革研が、利用者lこ対   
し、旨定短期入所療養介Ⅰを行った 合は、当該基5 に げる区   

分に従い、1日につき次に掲卿   
次に掲げるいずれかの加算を阜定している場合においては、次に   
掲げるその他の加算は算定しない。  

卜）隼ビス提供体制強化加算（Ⅰ）  

に）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  
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